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労働施策総合推進法 
 

2019 年 社会保険労務士試験の目玉である「働き方改革」に関連する改正点です。 

 

まずは、働き方改革の基本法に位置付けられている「労働施策総合推進法」から確認してい

きます。 

 

この「労働施策総合推進法」は、従来の「雇用対策法」の名称が変更になったということで、 

平成３０年７月９日に施行されています。 

 

今回の改正により、「対策」から「推進」へと名称が変化しています。 

 

雇用対策法⇒労働施策総合推進法 

 

 

「雇用対策法」と「労働施策総合推進法」の目的条文を確認していきます。 

 

雇用対策法（法１条 目的） 

① この法律は、国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応

して、雇用に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労

働市場の機能が適切に発揮され、労働力の需給が質量両面にわたり均衡することを促進し

て、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労

働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並び

に完全雇用の達成に資することを目的とする。 

 

② この法律の運用に当たっては、労働者の職業選択の自由及び事業主の雇用の管理につ

いての自主性を尊重しなければならず、また、職業能力の開発及び向上を図り、職業を通

じて自立しようとする労働者の意欲を高め、かつ、労働者の職業を安定させるための事業

主の努力を助長するように努めなければならない。 
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それでは、次に「労働施策総合推進法」の目的条文です。 

 

労働施策総合推進法（法１条 目的） 

① この法律は、国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応

して、労働に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労

働市場の機能が適切に発揮され、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の

充実並びに労働生産性の向上を促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮すること

ができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図

るとともに、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的とする。 

 

② この法律の運用に当たっては、労働者の職業選択の自由及び事業主の雇用の管理につ

いての自主性を尊重しなければならず、また、職業能力の開発及び向上を図り、職業を通

じて自立しようとする労働者の意欲を高め、かつ、労働者の職業を安定させるための事業

主の努力を助長するように努めなければならない。 

 

下記の２か所になります。 

雇用対策法 労働施策総合推進法 

雇用に関し 労働に関し 

労働力の需給が質量両面にわたり均衡する

ことを促進して 

労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及

び職業生活の充実並びに労働生産性の向上

を促進して 

 

「雇用」という文言から「労働」という名称に変更することにより、「働き方改革の基本法」

に位置付けたことを明確にしています。 

 

合わせて、従来は「労働力」というどちらかというと、国や事業者の目線での文言でしたが、 

改正により、「労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実並びに労働生産

性の向上を促進して」という「労働者の働き方」を前面に押し出した言い回しになっていま

す。 
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その他の改正点として、追加された条文です。 

 

 

第４条（国の施策）第９項…治療と仕事の両立支援に関わる事項 

疾病、負傷その他の理由により治療を受ける者の職業の安定を図るため、雇用の継続、離

職を余儀なくされる労働者の円滑な再就職の促進その他の治療の状況に応じた就業を促

進するために必要な施策を充実すること。 

 

第６条 （事業主の責務） 

事業主は、その雇用する労働者の労働時間の短縮その他の労働条件の改善その他の労働者

が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就業することができる環境の整備

に努めなければならない。 

 

 

「労働時間の短縮その他の労働条件の改善」や「生活との調和」という文言で、「働き方改

革」を推進する内容の条文が追加になっています。 

 

法１条の目的条文は、主語が「国が」になっていますが、法６条は、「事業主」が主語にな

っていることにも注意してください。 

 

 

労働施策基本方針 
「労働施策総合推進法」では、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるよう

にするために必要な労働に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針を定めなけれ

ばならないこととされています。 

 

これに基づき、労働政策審議会の議論を踏まえ、「労働施策基本方針」が平成３０年１２月

２８日閣議決定されています。 

 

この方針には、働き方改革実行計画に規定されている施策を中心とし、労働施策に関する基

本的な事項、その他重要事項などを盛り込まれています。 

 

2019 年度の社会保険労務士試験の目玉である「働き方改革」の重要な考え方になるので、

しっかりと確認してください。 
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「はじめに」を掲載します。 

我が国においては、景気は緩やかに回復し、経済の好循環が着実に進展するとともに、雇

用情勢も着実に改善をしている。平成 29年の全国の有効求人倍率は 1.50 倍と約 44年

ぶりの高い水準となり、完全失業率は 2.8 ％と約 24年ぶりの低い水準となっている。 

 

各都道府県の有効求人倍率をみても、全ての都道府県において１倍を超え、雇用情勢の改

善が全国的に進んでいる。 

 

また、我が国の総人口は、平成 20年の 1 億 2800 万人をピークに減少傾向にあるが、 

女性の活躍推進や高齢者の雇用促進等に関する各種施策の推進により、女性や高齢者を中

心に就業率は上昇しており、平成 24年から平成 29年にかけては、景気の回復ともあい

まって就業者数は約 250 万人増加している。 

 

このように雇用情勢が着実に改善し労働参加が進展する一方で、就業者数の増加を上回る

旺盛な求人ニーズにより、企業の人手不足感は強まっている。特に、中小企業・小規模事

業者（以下「中小企業等」という 。） においては、中核人材の確保ができない場合もあ

り、我が国の雇用を広く支える中小企業等において大きな問題となっている。 

 

長期的にみると、我が国の経済成長の隘路の根本には、少子高齢化・生産年齢人口の減少

といった構造的な問題や生産性向上の低迷等の問題が存在する。また、AI 等の技術革新

は、仕事を取り巻く環境や働き方に大きな変化をもたらし得るものである。 

 

こうした課題を克服し経済成長を実現するためには、誰もが生きがいを持ってその有する

能力を最大限に発揮できる社会を創り、イノベーションの促進等を通じた生産性の向上

と、労働参加率の向上を図ることが必要である。 

 

そのため、平成 29年３月 28日の働き方改革実現会議において、労働者がそれぞれの事

情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革の総合的な推進に向け

て、「働き方改革実行計画」（平成 29年３月 28日働き方改革実現会議決定。以下「実行

計画」という 。） を決定し、長時間労働をはじめとする我が国の雇用慣行における諸問

題に対して、改革実現の道筋を示したところである。 

 

労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革

を推進するため、時間外労働の限度時間の設定、短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者

と通常の労働者との間の不合理な待遇の相違の禁止等を目的として、第 196 回国会にお

いて、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律（平成 30 年法律第 71

号。以下「働き方改革関連法」という 。） が成立し、働き方改革関連法第３条の規定に

より、雇用対策法（昭和 41 年法律第 132 号）が労働施策の総合的な推進並びに労働者
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の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和 41年法律第 132 号。以下「労

働施策総合推進法」という 。） に改正された。 

 

労働施策総合推進法第 10 条第１項においては、国は、労働者がその有する能力を有効に

発揮することができるようにするために必要な労働に関する施策の総合的な推進に関す

る基本的な方針を定めなければならないこととされている。 

 

本方針は、同項の規定に基づき、働き方改革の意義やその趣旨を踏まえた国の施策に関す

る基本的な事項等について示すものである。 

 

 

 


